
法テラス岐阜では、４月10日の法テラス設立日を記念した弁護士による無料法律相談会

を開催いたします。

また、今回の相談会は民事法律扶助の資力基準に関係なく、岐阜県民の方であればどな

たでもご利用いただけます（事前予約制・相談時間30分以内）。

日曜日に開催しますので、お仕事などで平日の相談が難しい方は、ぜひこの機会をご利

用ください。

離婚・養育費などの家庭のトラブル

4月26日
法テラス岐阜（岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル２Ｆ）

令和８年４月１３日（月）～４月２４日（金）※予約制

令和８年

050-3383-5471（平日9時～17時）
ご予約はこちらから︕
法テラス岐阜

くらしのお悩みごと、ご相談ください︕

予約受付期間

相談場所

弁護士
無料法律相談会

法テラスの日記念

14時半～17時日

◆主催／日本司法支援センター岐阜地方事務所（法テラス岐阜）
◆共催／岐阜県弁護士会

・相続・成年後見
債務整理など


	スライド番号 1

